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高山市議会基本条例第２４条の改正（案） 

改  正  前 改  正  後 

目次 

第８章 議会活動の評価制度及び見直し手続き

（第２４条・第２５条） 

第８章 議会活動の評価制度及び見直し手続き 

目次 

第８章 議会改革の推進及び見直し手続き 

（第２４条・第２５条） 

第８章 議会改革の推進及び見直し手続き 

（評価制度） （議会改革の推進） 

第２４条 議会は、議会改革の継続的な取組み

を進めるため、本条例に基づく活動について

は、少なくとも年１回、その評価を行うもの

とする。 

第２４条 議会は、議会改革の継続的な取組み

を進めるため、議会基本条例推進協議会（以

下「推進協議会」という。）を設置し、本条

例に基づく活動について検証及び議論並び

に評価を行うものとする。 

２ 前項の評価に関しては、議会運営委員会を

中心として検討するものとする。 

２ 推進協議会は、前項の評価について、少な

くとも年１回行うものとし、その評価に当た

っては、市民の意見を聴取するものとする。 

３ 議会は、第１項の評価に当たって、市民の

意見を聴取するものとする。 

３ 推進協議会に関し必要な事項は、別に定め 

る。 

【趣旨】 【趣旨】 

本条は、継続して議会改革を行うための取り

組みについて定めたものです。 

本条は、継続して議会改革を行うための取り

組みについて定めたものです。 

【解説】 【解説】 

１ 議員の改選後においても議会改革の継続

的な取り組みをすすめるため、また、時代の

変化に対応するため、年１回以上、本条例に

基づく活動の評価に取り組みます。 

１ 議員全員で構成する推進協議会を設置し、

本条例に基づく活動について検証及び議論並

びに評価を行います。 

２ 議会運営委員会が、評価に関する情報の収

集や評価表等を作成しますが、必要に応じ

て、評価内容や改善策等について議員全員で

協議を行います。 

２ 議会改革を継続的に進めるためには、継続

的な業務改善活動を推進するマネジメント手

法であるＰＤＣＡサイクルの運用が有効であ

り、改善に向けた取り組み（Action）には、

本条例に基づく活動の評価（Check）が欠かせ

ません。そのため、推進協議会は、少なくと

も年１回、本条例に基づく活動の評価を行い

ます。また、評価に当たっては、市民の意見

を聴取します。 
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３ 市民意見交換会等で、市民の皆さんから議

会改革に対する意見を聴取します。 

３ 推進協議会については、要綱で別に定めま

す。 

 

高山市議会基本条例第２５条の改正（案） 

改  正  前 改  正  後 

（見直し手続き） （見直し手続き） 

第２５条 議会は、前条の評価結果に基づい

て、条例改正等の措置を講じるものとする。 

第２５条 議会は、前条第１項の検証及び議論

並びに評価により本条例に基づく活動の改

善に努め、必要に応じて条例改正等の措置を

講じるものとする。 

２ 議会は、前項の規定により措置を講じた場

合は、その理由及び内容を公表する。 

２ 議会は、前項の規定により措置を講じた場

合は、その理由及び内容を公表する。 

【趣旨】 【趣旨】 

本条は、本条例を見直す際の手続きを定めた

ものです。 

本条は、本条例を見直す際の手続きを定めた

ものです。 

【解説】 【解説】 

１ 前条における評価結果を条例改正等に反

映させることによって、常に進化する条例と

します。 

１ 前条における検証及び議論並びに評価を

踏まえ、必要に応じて条例改正等に反映させ

ることによって、常に進化する条例としま

す。 

２ 条例改正の際には、市民の皆さんへの説明

責任を果たすため、議会広報紙やホームペー

ジ等を通じて、改正理由などを説明します。 

２ 条例改正の際には、市民の皆さんへの説明

責任を果たすため、議会広報紙やホームペー

ジ等を通じて、改正理由などを説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


